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５年間で取り組むべき施策の内容
１ 消費者の安全の確保
２ 表示の充実と信頼の確保
３ 適正な取引の実現
４ 消費者が主役となって選択・行動できる社会の形成
（１）消費者政策の透明性の確保と消費者の意見の反映
（２）消費者教育の推進
消費者が、自らの消費行動が環境、社会、文化等の幅広い分野において他者に影響を及ぼし得るこ

とへ理解を深めていくことが必要である。リサイクルの推進、適正な廃棄及び食品ロスの削減に向け
た取組のほか、被災地の復興に対する理解を深めることなどにも貢献するＥＳＤ（Education for 
Sustainable Development ; 持続可能な開発のための教育）の普及啓発に努める。
（３）消費者団体、事業者・事業者団体等による自主的な取組の支援・促進
（４）公正自由な競争の促進と公共料金の適正性の確保
（５）環境の保全に配慮した消費行動と事業活動の推進
５ 消費者の被害救済、利益保護の枠組みの整備
６ 国や地方の消費者行政の体制整備

平成27年3月24日閣議決定
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食品ロス問題を認知して削減に取り組む消費者の割合の調査（毎年度）【消費者庁】

食品ロス削減のための商慣習見直し等の促進に向けた取組の推進及び事業者の取組に対する消費者理解の促進
【農林水産省、経済産業省、消費者庁】

食品ロス削減国民運動での活用

・食品ロス発生量推計の継続的実施 【農林水産省、環境省】
・食品ロスの内容・発生要因等の分析 【農林水産省、環境省、消費者庁】

食べきれる分量のメニューの充実や持ち帰りについて安全に食べるための注意事項の周知
【農林水産省、消費者庁、関係省庁】

 食品ロス削減国民運動（NO-FOODLOSS PROJECT）の推進
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

学校給食に関する取組など、自治体の優良事例等の全国への情報提供（情報提供事項等については随時見直しを行う） 【環境省】

・賞味期限内にもかかわらず、様々な理由により食品関連事業者による販売が困難となった加工食品などを有効活用する活動（フードバンク
活動）への支援 【農林水産省、消費者庁、関係省庁】

・地方公共団体等の災害備蓄食料の更新に当たり、フードバンクへの提供を行うなど、有効活用を図ることを促進 【消費者庁、関係省庁】

学校における取組の全国への情報提供 【文部科学省】

消費者が食品ロス削減のために家庭で取り組める内容の普及啓発（発生要因の分析等を踏まえ、内容や媒体を随時見直し）
【消費者庁、関係省庁】

「消費者行政新未来創造オフィス」におけるモデル事業の実施
【消費者庁】

食品ロス削減による
環境負荷の算定
【環境省】

・食品ロス削減国民運動「NO-FOODLOSS PROJECT」の展開
・ロゴマーク「ろすのん」の周知 【消費者庁、文部科学省、農林水産省、経済産業省、環境省、関係省庁】

ＫＰＩ：（イ）食品ロス問題を認知して削減に取り組む消費者の割合〈平成31年度80.0％以上〉 （ロ）食品ロス発生量の抑制

〔参考〕
32年度 33年度 34年度

外食産業の食品ロス削減手法の共有化
【農林水産省】

地方公共団体に対し、有効活用の検討を依頼
【消費者庁、関係省庁】

全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会との連携
【消費者庁、農林水産省、環境省】

２

平成27年３月24日消費者政策会議決定（平成30年7月22日最終改定）



第３次食育推進基本計画の目標
食品ロス削減のために何らかの行動をしてい
る国民を増やす

まだ食べられるのに廃棄されている食品ロスにつ
いては、年間642 万トン（事業系331 万トン、家
庭系312 万トン（平成24 年度推計））発生してい
ると推計されているが、その削減を進めるためには
、国民一人一人が食品ロスの現状やその削減の必要
性についての認識を深め、自ら主体的に取り組むこ
とが不可欠である。このため、食品ロス削減のため
に何らかの行動をしている国民を増やすことを目標
とする。

具体的には、平成26 年度に67.4％となっている
割合を、平成32 年度までに80％以上とすることを
目指す。
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食品ロス削減のために何らかの
行動をしている国民の割合

食品ロス問題を認知して、食品ロス削減のために行動
していると回答した人の割合

※１：消費者庁「消費者意識基本調査」
※２：消費者庁「消費者の意識に関する調査結果報告書」

目標(平成32年度まで） 80％以上

３

平成29年度調査結果の公表：2018年３月27日



※消費者庁「平成29年度消費者の意識に関する調査結果報告書」

（複数回答）

【食品ロスの問題の認知度】

【食品ロスを減らすために取り組んでいる行動】

（％）
13.7

0.4

22.6

27.2

34.5

32.0
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45.8

44.1

64.7

8.3

1.4
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取り組んでいることはない

その他

飲食店等で注文し過ぎない

小分け商品、少量パック商品、バラ売り等食べ切れる量を購入する

残った料理を別の料理に作り替える（リメイクする）

日頃から冷蔵庫等の食材の種類・量・期限表示を確認する

料理を作り過ぎない

冷凍保存を活用する

「賞味期限」を過ぎてもすぐに捨てるのではなく、自分で食べられるか…

残さずに食べる

平成29年度
平成28年度
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56.6

20.5

18.5

14.1

8.1
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28年度
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よく知っている ある程度知っている あまり知らない 全く知らない

知っている 計73.4 知らない 計26.6

知っている 計65.4 知らない 計34.6

（％）

４



５
消費者庁調べ：「平成29年度地方公共団体における食品ロス削減の取組状況について」
※実施の自治体には、１事務組合及び１広域連合からの回答を含む

食品ロス削減の取組状況の推移

平成27年度 平成28年度 平成29年度

都道府県 44.7% 53.2% 78.7%

指定都市 70.0% 50.0% 70.0%

市区町村 4.0% 3.1% 9.4%

63.8%

89.4% 100.0%
95.0%

85.0%

10.9% 18.8%

43.5%

0%
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100%

平成27年度 平成28年度 平成29年度

(実施割合）

都道府県 指定都市 市区町村

平成29年度は全ての都道府県及び指定都市で、食品ロス削減の取組を実施。また、市区町村（※）で
は、約４割が実施。

平成29年度取組状況の公表：平成30年７月３日

＜参考：食品ロス削減施策に関する予算が「ある」と回答した割合の推移＞
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そ の 他

食 品 関 係 事 業 者 と 連 携

食 品 ロ ス の 実 態 把 握

フ ー ド バ ン ク 活 動 と 連 携

災 害 用 備 蓄 食 料 の 有 効 活 用

飲 食 店 で の 啓 発 促 進

子 ど も へ の 啓 発 ・ 教 育

住 民 ・ 消 費 者 へ の 啓 発

都道府県数 指定都市数 市区町村数

平成29年度に実施した食品ロス削減の取組内容について、都道府県・指定都市・市区町村全体で、最も多
いのが「住民・消費者への啓発」、次いで「子どもへの啓発・教育」、「飲食店での啓発促進」の順。
なお、「飲食店での啓発促進」に関する取組の中で、食べ残しを減らす取組を実施している飲食店の登録店舗数の合計は、

9,914であった。

食品ロス削減の取組内容

（複数回答）

631

259

214

205

118

117

50

185



平成29年度に実施した食品ロス削減の取組内容について、都道府県では、「住民・消費者への啓発」が最も
多く、次いで「飲食店での啓発促進」、「子どもへの啓発・教育」の順。
取組の例としては、県民や飲食店との協働などによるキャンペーンやプロジェクトが多く、事業者団体等と食

品ロス削減策を検討する会議や多様な分野の連携を図る庁内連絡会議の開催も見られる。

食品ロス削減の取組内容＜都道府県＞

（複数回答）

42
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27

17

16

11

9

24
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住 民 ・ 消 費 者 へ の 啓 発

飲 食 店 で の 啓 発 促 進

子 ど も へ の 啓 発 ・ 教 育

食 品 関 係 事 業 者 と 連 携

災害用備蓄食料の有効活用

フ ー ド バ ン ク 活 動 と 連 携

食 品 ロ ス の 実 態 把 握

そ の 他

都道府県数＜取組内容＞
＜取組の例＞

取組概要 都道府県等名

①身の回りでできることから「ちば食べきりエコスタイル」 千葉県

②大消費地・東京として貴重な食料資源を無駄なく活用 東京都

③事業者と消費者で賢く減らそう「とやま食ロスゼロ作戦」 富山県

④おいしい食材を適量で楽しむ「おいしい食べきり運動」を推進 福井県

⑤参加型「ふじのくに食べきりやったね！キャンペーン・チャレンジ」の実施 静岡県

⑥庁内横断的に食品ロス削減に向けたアプローチを展開 愛知県

⑦食の都・大阪から食品ロス削減に向けた取組を推進 大阪府

⑧食品と家計のもったいないを減らすための取組を推進 岡山県

⑨ 「作って、食べて、考える」参加型の取組を中心に展開 徳島県

⑩広域連携で取り組む「食べきりげんまんプロジェクト」 九都県市

７



平成29年度に実施した食品ロス削減の取組内容について、指定都市では、「住民・消費者への啓発」が最も
多く、次いで「食品ロスの実態把握」、「飲食店での啓発促進」の順。
取組の例としては、市民への分かりやすい啓発が進められ、生ごみ組成調査の結果を踏まえた食品ロスの

削減の普及啓発も見られる。また、飲食店等との協働で食べきりを推進する取組も見られる。

食品ロス削減の取組内容＜指定都市＞

取組概要 指定都市

⑪使いきり！食べきり！でもったいないを減らそう 札幌市

⑫残さず食べて素敵な食事「食べきりキャンペーン」 千葉市

⑬食品ロス削減の「実践に向けた提案」を軸に展開 横浜市

⑭「使いきり」、「食べきり」、「水きり」の3きり運動の推奨 川崎市

⑮ムダなくおいしい 家DE出さない！フードロス 相模原市

⑯ピーク時からの食品ロス半減を目指し、様々な取組を展開 京都市

⑰ 「KOBE ストップ the 食品ロス」運動を展開 神戸市

⑱市民の知恵をヒントに実践につなげる食品ロス削減啓発 岡山市

⑲食品ロスをなくして笑顔を広げる「スマイル！ひろしま」を展開 広島市

⑳誰もがちょっとした心掛けでできる「残しま宣言」運動を実施 北九州市
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13

13
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4

10

0 10 20

住 民 ・ 消 費 者 へ の 啓 発

食 品 ロ ス の 実 態 把 握

飲 食 店 で の 啓 発 促 進

フ ー ド バ ン ク 活 動 と 連 携

子 ど も へ の 啓 発 ・ 教 育

災害用備蓄食料の有効活用

食 品 関 係 事 業 者 と 連 携

そ の 他

指定都市数＜取組内容＞

（複数回答）

＜取組の例＞

８

*



平成29年度に実施した食品ロス削減の取組内容について、市区町村では、「住民・消費者への啓発」が最
も多く、次いで「子どもの啓発・教育」、「災害用備蓄食料の有効活用」の順。
取組の例としては、市民生活に密着した様々な機会を活用してアプローチを行ったり、食育やごみ対策など

既存の取組に組み込んだりすることでの実施が見られる。また、家庭で余っている食品を有効活用する取組
も進められている。

食品ロス削減の取組内容＜市区町村＞

取組概要 市区町村

㉑「人にも地球にもやさしいあきた」を目指し、「もったいないアクション」を推進 秋田県秋田市

㉒市民の身近なところから、食品ロス削減にアプローチ 茨城県水戸市

㉓ 「もったいない運動」の一環として、食品ロス削減のための取組を実践 栃木県宇都宮市

㉔「食育」や「ごみの出し方」から食品ロス削減にアプローチ 千葉県野田市

㉕ごみ減量の啓発などを通して、食品ロス削減にアプローチ 東京都大田区

㉖大学と連携した食品ロス削減プロジェクトを実施 東京都八王子市

㉗ごみの少ない、美しいまちを目指して、食べきり運動を展開 福井県越前市

㉘残さず食べよう！30・10運動から広げる食品ロス削減 長野県松本市

㉙市民が考える「はしもとCaféミーティング」で食品ロスにもアプローチ 和歌山県橋本市

㉚ 「３きり運動（使いきり・食べきり・水きり）」で生ごみを減らす 大分県大分市

（複数回答）
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221
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災害用備蓄食料の有効活用

飲 食 店 で の 啓 発 促 進

食 品 ロ ス の 実 態 把 握

フ ー ド バ ン ク 活 動 と 連 携

食 品 関 係 事 業 者 と 連 携

そ の 他

市区町村数＜取組内容＞ ＜取組の例＞

９※実施の自治体には、１事務組合及び１広域連合からの回答を含む

*



10

１．食べきりの促進 ２ 食べ残し料理の「持ち帰り」は自己責任の範囲で
飲食店等における「食べ残し」対策留意事項の概要 平成29年５月16日周知

【消費者の方へ】
・小盛り、小分けメニューの活用
・自身の適正量に見合った注文
・年齢層、男女比等に配慮したメニュー選択
・3010運動の実施

【飲食店の方へ】
・小盛り、小分けメニューの採用
・料理を出すタイミングや客層に応じた工夫の実施
・幹事との食事量の調整
・食べきりへのインセンティブの付与

【消費者の方へ】
・帰宅後に加熱が可能なものを量を考えて持ち帰る
・自ら料理を詰める場合は清潔な容器等を使用
・帰宅まで時間がかかる場合は持ち帰らない
・持ち帰った料理は帰宅後速やかに食べる

【飲食店の方へ】
・衛生上の注意事項を十分に説明
・十分に加熱された食品を提供
・清潔な容器や箸などを使って詰める
・外気温が高い場合、持ち帰り休止か保冷剤の提供

「飲食店等における「食べ残し」対策に取り組むに当たっての留意事項」の周知内容は、こちら。
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/efforts/pdf/adjustments_index_11_170516_0001.pdf

消費者庁、農林水産省、環境省、厚生労働省と連名周知

平成30年６月28日に公表した「食品ロス削減関係参考資料」の中で紹介。
地方公共団体・民間の取組例

<滋賀県大津市のドギー
バッグ使用ガイド>→

←<ドギーバッグ普及委
員会の持ち帰り例>



宴会五箇条
【其の一：まずは、適量注文】
【其の二：幹事さんから「おいしく食べきろう！」の声か
け】【其の三：開始30分、終了10分は、席を立たずにしっ
かり食べる「食べきりタイム！」】
【其の四：食べきれない料理は仲間で分け合おう】
【其の五：それでも、食べきれなかった料理は、お店の方
に確認して持ち帰りましょう。】

消費者庁、農林水産省、環境省及び全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会（H30.
１.16現在 317自治体）は、平成29年12月から平成30年１月までの忘新年会シーズンに、
外食時の「おいしい食べきり」全国共同キャンペーンを実施し、「宴会五箇条」や「3010運
動」等の普及に取り組みました。

＜内 容＞
各省庁では、キャンペーンのチラシをウェブサイトで紹介、食品ロス削減推進に資する普及

啓発資材の展示のほか、職場の食堂等に食品ロス削減の普及啓発三角柱の設置を行います。全
国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会においては、全国チェーンの飲食店に小盛りサイ
ズメニュー導入等を要請しています。
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〈参加自治体の食品ロス削減の啓発資材の展示状況（写真は一部)〉



 既に実施している地方公共団体の取組事例を示しつつ、災害時用備蓄食料の更新の際
には、食品ロスの削減の観点から、備蓄食料の有効活用について検討するよう通知で
依頼。

平成30年１月30日付け、内閣府防災担当、消費者庁、消防庁及び環境省の連名で都道府
県及び指定都市宛てに通知を発出。

12

16 8 181災害用備蓄食料の有効活用

食品ロス削減の取組内容（抜粋）

都道府県数 指定都市数 市区町村数

205

消費者庁調べ：「平成29年度地方公共団体における食品ロス削減の取組状況について」

〔地方公共団体の取組事例〕
東京都：防災と一緒に考えよう～備蓄食品の「もったいない」

埼玉県：フードバンクへの災害備蓄品の寄贈～食品廃棄の無駄を省き、有効活用を図る～

熊本県：食品ロス削減の取組 ～防災備蓄食品の活用～
県内の市町村や民間企業へ有効活用を呼び掛け。

平成29年度に、「災害
用備蓄食料の有効化活用」
に取り組んだと回答のあっ
た都道府県・指定都市・市
区町村の数は205自治体。
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＜更新情報＞
（関係省庁）
●食品ロスの削減に向けた活動の一環として、料理レシピサイトを運営するクックパッド株式会社を中心としたCCB
実行委員会が開催した「クリエイティブ クッキング バトル」のトーナメントに、消費者庁の職員４名が参加しまし
た。(2018/09/10) [NEW]

●消費者庁は、食品の選択・消費に関して、栄養成分表示を使って肥満とやせを防ぐ、もったいないを意識して食品
ロスを減らすことを中心に、実践の際に注意すべき食品安全のポイントについて言及した「健康と環境に配慮した
適量のすすめ（平成30年8月27日作成）」を作成しました。（2018/08/28）[NEW]

●消費者庁は、「平成29年度地方公共団体における食品ロス削減の取組状況について」を公表しました。
（2018/07/03）

●消費者庁は、「食品ロス削減に関する実証事業の結果について」を公表しました。（2018/07/03）
●消費者庁は、「食品ロス削減関係参考資料」を取りまとめました。（2018/06/28）
●消費者庁では、「平成29年度消費者の意識に関する調査結果報告書－食品ロス削減の周知及び実践状況に関する調
査－」を公表しました。（2018/03/27）

●農林水産省と環境省は、「我が国の食品廃棄物等及び食品ロスの量の推計値（平成27年度）」及び「食品ロス削減
に資する啓発資材」について、同時発表しました。（2018/05/16）

消費者庁で実施した事業や調査の結果、地方公共団体や民間が取り組みために参考となる資料や情報
を掲載。また、関係府省庁と連携など政府の取組も発信。
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「事例を見る」ページには、様々な主体に取組の参考にしていただくため、地方公共団体、民間、
学生・生徒等の取組の紹介として、随時掲載。

〈地方公共団体の取組例〉 〈民間の取組例〉

〈学生・生徒の取組例〉
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「食品ロス」とは何か、その発生状況などを説明した啓発用パンフレット（基礎編）、宴会や家庭で食
品ロス削減に取り組むためのポイントを整理した啓発用パンフレット（応用編）を作成、配布。
また、外食時、買い物時に気をつけるポイントを整理した啓発用三角ポップも作成し、PDFファイル

で自由にダウンロードできるように、消費者庁ウェブサイトに掲載。

<啓発用パンフレット（基礎編）> <啓発用パンフレット（応用編）> <啓発用三角ポップ>

配布先 配布件数
配布部数（2種類）

合計 309,014
国・地方公共団体 162 302,852

事業者・団体 12 3,840
学校・生徒・個人 13 2,322

<平成29年度啓発用パンフレットの配布実績>



食品の選択・消費に関して、栄養成分表示を使って肥満とやせを防ぐ、もったいない
を意識して食品ロスを減らすことを中心に、実践の際に注意すべき食品安全のポイント
について言及した、新たな啓発資材を作成（平成30年8月27日）。

健康と環境に配慮した
適量のすすめ

食品をどう選ぶかは、私たちの消費生活
での重要な課題。

 健康に配慮した適量のすすめ
→ 適量を選び、食べることで、肥満

とやせを防ぐことができます。

 環境に配慮した適量のすすめ
→ 適量を選び、食べきることで、食

品ロスを減らすことができます。

16
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地方公共団体、消費者団体や消費者庁職員から寄せられた「食材を無駄にしないレシピ」を、料理
レシピサイトクックパッド「消費者庁のキッチン」で発信。掲載レシピ数は550件（平成30月９月13
日現在）。アクセス数は毎日1,000件程度で、「つくれぽ（閲覧者が実際にレシピを作った写真とと
もに感想を投稿）」も、数件/週着信。
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平成29年度実証事業の結果の公表：平成30年７月３日

本調査では、既に実践されている他都市での食品ロス削減に関する事例調査と、有識者ヒアリング
を基に削減取組・計量項目を決定した。
徳島県が選定したモニター家庭109世帯に対して、事前アンケート調査を行い、世帯構成や買物行

動を参考に介入群と非介入群に分けた。介入群と非介入群の両方に食品ロス量の記録を４週間依頼し
、介入群のみ２週目終了時に食品ロス削減の取組について指導を行った。４週間終了後に記録表及び
事後アンケートを回収して集計し、食品ロス量を比較し、その削減効果を検証した。

調理したが、食べなかった食べ残しや飲み残し、食べるつもりで購入したが食べなかった食材及び食品・飲
料、もらったもの、食べるつもりで収穫した野菜や釣ってきた魚などを計量の対象とした。
ラーメンの汁のような、全て食べることが健康上、推奨されていないものについては計量の対象外とした。

【計量対象】

事例調査

削減取組
・

計量項目
の検討

事
前
ア
ン
ケ
ー
ト

削
減
効
果
の
把
握
、
分
析

計量記録
（２週間）

削減取組の実施
及び計量記録
（２週間）

指
導

計量記録（４週間）

有識者
ヒアリング

有
識
者
ヒ
ア
リ
ン
グ

介
入
群

非
介
入
群

計
量
・
記
録
の
説
明
会

食品ロス削減取組説明会 1/26・1/27
「食品お片付け・お買い物セミナー」

事
後

ア
ン
ケ
ー
ト

事
後

ア
ン
ケ
ー
ト

109
世
帯

平成30年1月14日～2月10日
＊モニター家庭109世帯のうち、調査期間４週間の計量を実施できた家庭が103世帯。その約半数の53世帯を「非介入群」とし、４週間の計量のみを依頼。
残る50世帯を「介入群」とし、２週間終了時を目途に食品ロス削減取組をまとめた「食品お片付け・お買い物マニュアル」を配布しセミナーを実施した。

1/12
1/13
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〈主な結果〉
 食品ロスの量について、前後２週間を比較したところ、食品ロスの記録と削減取組（２週間）を

すると約４割減少（介入群）。また、食品ロスを記録するだけでも約2割減少（非介入群）。
 食品ロスのうち、「購入したもの（金額が分かるもの）」について、介入群では、金額ベースで

約２割節約。
 食品ロスの内訳は、「飲料」、「家で調理したもの」、「もらいもの」、「生鮮食品」が多い。
 捨てた理由は、食べ残した（57％）、傷んでいた（23％）の順で多い。
 事前・事後（調査期間４週間の前後）で、実践した取組や行動の変化について、「冷蔵庫に何が

入っているか把握している」、「買い物に行く前に購入する食品を決めている」、「１週間や３
日分など献立はまとめて決めている」、「必ず食べきるものだけを選んで買う」と回答した人
が、介入群・非介入群ともに増加。

前半２週間 後半２週間 変化率

介入群（50世帯） 1,182.0g 711.5g -39.8%

非介入群（53世帯） 1,009.7g 775.3g -23.2%

1182 1009.7711.5 775.3
0

300

600

900

1200

介入群n=50 非介入群n=53

約４割減 約２割減

１世帯当たりの食品ロス量（飲料を除く）(g/２週間)

（g）

介入群（50世帯）は前半２週間、食品ロス量の記録
のみを行い、後半２週間はその記録に加えて、削減の
取組を行った。その結果、前半２週間は、１世帯当た
り平均（飲料を除く）で1,182gの食品ロスが発生して
いたが、後半２週間は711.5gに減少した。
一方、非介入群（53世帯）は、４週間食品ロス量の

記録のみを行い、前半２週間は１世帯当たり平均（飲
料を除く）で1,009.7gの食品ロスが発生していたが、
後半２週間は775.3gに減少した。
「前半２週間の食品ロス量」に対する「前半と後半

の食品ロス量の差」を変化率として算出した結果、介
入群では39.8％減、非介入群では23.2％減となった。
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地方公共団体や民間団体が開催するイベント等への積極的な参加や講演。

〈第１回食品ロス削減全国大会〉 〈第12回食育全国大会〉 〈第13回食育全国大会〉

〈東京都 食品ロスもったいないフェスタ〉
※消費者庁ブースで、地方公共団体の啓発資材例も紹介

〈食の安全と安心を科学する会（SFSS）〉
※食品ロスの現状や消費者庁の取組を説明

※消費者庁が所管する食品表示期限や食品安全等に関する
展示と合わせて、食品ロスの現状を発信

※１日目の全体会への参加及び２日目の地方公共団体向け研修
会では消費者庁の取組の説明、分科会ではテーマ「消費者向
けの啓発のポイント」で意見交換
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